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本意見書の提出にあたって 

 

 

平成 22 年に発生した堺市における 3 件の重篤な児童虐待事件については、5 回の

子ども虐待検証部会(以下「部会」という。)を経て、同年 8月に『堺市子ども虐待事

例検証報告書』(以下｢報告書｣という。)において事例の課題を抽出するとともに、再

発防止のための提言として取りまとめた。 

この間、市においては、提言の着実な実行を推進され、子ども虐待の予防、早期発

見・早期対応に真摯に取り組んでこられた。 

今回、平成 23年 8月 15日及び 9月 5日の両日に亘って部会を開催し、現在、市が

取り組んでいる虐待防止対策の一層の充実に資するため、先般検証を行った 3事例に

ついて第 2次検証を実施した。 

この中では、第 1次検証時点では明らかにされなかった公判での加害者や関係者の

証言、記録について入手することのできた資料の調査検討を行うことにより、新たな

課題の抽出や提言の修正・追加等の必要性等について、確認を行ったものである。 

限られた時間であったが、事務局から提出された資料についての討議や事件関係者

の近況等について関係機関のヒヤリングを行った。 

その結果、関係機関の当時の判断や対応、父母の関係、また虐待に到る保護者の心

の動きなど詳細で具体的な事実が明らかになった。 

ただ、これらの明らかにされた事実は、第 1次検証の枠組みと内容について修正・

変更等を求めるものではなく、むしろ報告書で抽出した問題点と課題、そこから導き

出された提言の正当性を実証するものであった。このため、第 2 次検証においても、

第 1次検証の答申は引き続き有効なものと考える。 

最終の「意見（総括）について」は、第 2次検証の審議中に委員から 3事例に関連

して様々な貴重な意見が出されたことにより、主な意見を部会としてまとめたもので

ある。 

市は、これらの意見について、第 1次検証を補い、一層の充実につながるものとし

て積極的に認識し、市が今後、虐待防止対策の展開や要保護児童の援助活動をしてい

く上で、生かされていくことを期待するものである。 

 

 

平成 23年 12月 26 日 
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第2次検証について 

 

１．目的 

 平成22年度本部会で検証された事例において、公判等の経過を見据え、その後明らか

になった事実等について再検証を行い、第1次検証の提言に対する市の対応策を踏まえ、

第1次検証の見直しや追加等の必要性の有無について検討する。 

 

 

２．検証事例 

○ 事例1 平成22 年4 月発生 堺区男児死亡事例 

○ 事例2 平成22 年4 月発生 南区女児熱傷事例 

○ 事例3 平成22 年1 月発生 中区女児死亡事例 

 

 

３．方法 

第 1次検証時点では明らかにされなかった公判での加害者や関係者の証言、記録に

ついて入手することのできた資料の調査検討を行うことにより、新たな課題の抽出や

提言の修正・追加等の必要性等について確認及び事件関係者の近況等について関係機

関のヒヤリングを行うものである。 

 

 

４．検討項目 

第 2次検証においては、公判の確定記録(抜粋)と裁判の傍聴記録を資料として、第

1次検証時点で明らかになっていなかった事実関係の確認と、虐待に到った背景にあ

る生活環境や当事者の心理的要因等について検討を行った。主な検討項目は以下のと

おりである。 

① 保護者の子ども観と子どもへの向き合い方  

② 父母間の軋轢と葛藤 

③ 父母と親族の養育に対する考え方の齟齬 

④ 当時の関係者の思いや考え方 

なお、討議の過程では、援助者が留意しなければならない重篤な状態が生じ得るリ 

スク要因とアセスメント力の向上についても意見が出された。主な意見は、次の「５． 

意見(総括)について」である。
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５．意見（総括）について 

 

 本部会の第 1 次検証の提言を受けて市の実施した対応策（参考資料３）については、

部会が求めていた子ども虐待の予防、早期発見・早期対応の趣旨が十分反映されている

ことから一定の評価を行いたい。そのうえで、施策等に後述の観点を盛り込み、課題を

抱える家庭への支援について一層の充実に努めていただきたい。 

 

 

Ⅰ 保護者の成育歴、生活歴の情報把握 

 

発生した問題について理解を深めるためには、可能な限り保護者の成育歴、生活歴

（幼少期に虐待を受けた等）についての情報を得ておくことが重要である。 

 

 

Ⅱ 適切な家族アセスメントの実施 

 

近年、家族関係の多様化に伴い、家族員の特定、把握の難しいケースが発生してい

る。周囲に公表されていない家族員が存在するというケースも増えており、周囲がそ

の存在について薄々感知していても確証を掴めないまま、当該家族員が加害者になる

事例が稀でなくなってきている。ひとり親家庭については、同居人、男友達、女友達

などの可能性を含め、調査する姿勢が必要である。複数の関係機関の連携による情報

の収集とその情報を基に、家族状況の適切なアセスメントに努めることが重要であ

る。 

 

 

Ⅲ 無所属になった子どものフォロー 

 

保育所等を退所し、無所属になった子どもについては、その状況の把握は困難とな

り、関係機関がフォローできないことから問題が起こることも多い。要保護児童対策

地域協議会等の活用を含め、健康診査の受診の有無の確認や関係機関の日頃からの働

きかけなどを通じて、子どもの安全確認に努めることが重要である。 

 

 

Ⅳ 妊娠・出産期からの継続的な支援 
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妊娠・出産期は心身の大きな変動に直面する時期であり、要保護児童対策地域協議

会等により関係機関は連携して、親となる準備や生活状況の把握などを行い、アセス

メントをし、役割分担をしながら、継続的な支援に努めることが重要である。 



 

参考資料等 

 

参考資料１ 

平成 23年度子ども虐待検証部会（第 2次）従事委員 

氏名 所属等  

才村 純 関西学院大学人間福祉学部教授 部会長 

加藤 曜子 
流通科学大学サービス産業学部 

医療福祉サービス学科教授 
副部会長 

石田 文三 春陽法律事務所 弁護士  

郭 麗月 桃山学院大学 社会学部 社会福祉学科 教授  

坂本 晴子 
大阪赤十字病院 

新生児・未熟児科部兼救急部 医師 
 

 

 

参考資料２ 

平成 23年度子ども虐待検証部会（第 2次）検証経過 

  開催日 案件 

第 2次 

第 1回 平成 23年 8月 15日 

第 1次検証の提言を受けての 

市の対応策について 

事例 1の報告、検証 

事例 2の報告、検証 

第 2回 平成 23年 9月 5日 
事例 3の報告、検証 

総括 
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子ども虐待検証部会からの提言に基づく、本市の対応状況一覧     

平成 23 年 7 月末現在 
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提言内容 提言具体内容 対応策 状況 

Ⅰ.  医療機関への虐待の発見、

気付きのための環境整備や周知 

医療機関に属する全ての職

員が、児童虐待を発見し、速や

かに通告がなされるよう効果

的に周知すること。 

医療機関向けの虐待対応のマニ

ュアルの改訂 

堺市医師会、堺市歯科医師会、河内歯

科医師会、保健センター等の医師等に

よる児童虐待防止ツール策定プロジ

ェクトチームを発足し、「子ども虐待

防止のためのシート」を作成 

           

平成 22年 10～12 月 

プロジェクト会議 

平成 23年 1～２月  

ツール策定・調整 

平成 23年 4月 

 市内の医療や保健の関係機関、学

校、保育所、幼稚園等約 1600 箇所

に配付 

Ⅱ． 保護者の孤立化の防止に向

けた環境整備 

  保護者の孤立化の防止も含

め、ハイリスク保護者を作らな

いための施策を構築するととも

に、その施策を周知すること。

また、そのための基盤整備を拡

充すること。 

市民が利用しやすい制度に工夫

や改善と効果的な周知 

・育児支援ヘルパー派遣事業の拡充

（利用回数・期間等の増）及び乳児家

庭全戸訪問時のちらし配付 

・民間保育所一時預かり事業 

・区域の身近な相談機能として、子育

てワンストップ窓口の順次設置 

平成 22年 8月より実施 

 

 

平成 23年度利用料金を統一 

平成 23年度北区に設置（現在南区と

合わせて 2区に設置） 

保健センター職員の知識、スキ

ル向上のための研修等の充実 

子ども虐待に関する研修会 

7 回実施 

平成 22年６月～23 年 1 月実施 

援助・支援について関係機関（他

市を含む）内の連携強化 

・乳児家庭全戸訪問時に産後うつの早

期発見・支援に向けた自己記入式質問

票の導入 

・乳児家庭全戸訪問後の助産師訪問の

拡充 

平成２３年９月より実施予定 

 

 

平成２３年１０月より実施予定 

要保護児童・家庭への支援の可

能な体制の充実 

・ハイリスク妊婦等、要支援家庭の要

保護児童対策地域協議会への組み入

れ 

・子ども家庭総合情報ネットワーク電

算システム構築 

平成２３年度 1～2 区において試行

予定 

 

平成 23年度開発中 

保健センター向けの児童虐待防

止マニュアルの改訂 

保健センターの医師、保健師等の全専

門職参画による改定 

要保護児童対策地域協議会の体制見

直しに合わせ、改訂を予定。 

Ⅲ． 虐待対応・判断基準ガイド

ライン及びリスクアセスメント

の基準の見直しと即時対応のた

めの方策 

リスク判定の基準に基づく判

断（特に、乳幼児に対する重症

度評価）について再考が必要で

ある。さらに、ケースの危険性

や緊急性を、関係機関が共通で

認識し共有すること。 

また、緊急時に即時対応でき

る市としての方策について検討

すること。 

乳幼児への安全性の確保の徹底 子ども相談所にて大阪府版リスクア

セスメント基準を参考に堺市版を作

成         

平成 23年 4月より運用 

ケースの危険性や緊急性を、関

係機関が共通で認識し共有する

こと 

法医学の観点による研修会 

（講師 河野医師） 

平成 22年 10月 29日、 

平成 23年１月 14日開催 

乳幼児の緊急一時保護、レスパ

イト等の勧奨の受け入れ先の方

策 

・乳児院機能の確保 

 

・民間保育所一時預かり事業 

・さかいマイ保育園事業 

大阪府との連携により本市の措置乳

児の入所を確保 

平成 23年度利用料金を統一 

平成 23年 6月より実施 

Ⅳ． 子ども相談所、家庭児童相

談室、保健センター等の体制強化 

  子ども相談所、家庭児童相談

室、保健センター等が本来業務

を遂行できるための人事配置や

組織の在り方等の検討を行い、

実行力を伴った組織と体制の強

化を図ること。 

児童相談所本来業務に対応でき

る体制強化 

子ども相談所に虐待対策室を設置、専

門職員増員による組織の体制強化 

平成 23年度より設置 

(H22.4.月) 常勤７名 

       ↓ 

(H23.4.月)常勤 10 名、警察 OB 非常勤 3

名（H22.6 月より）府 OB 非常勤 2 名 

家庭相談員のスキルアップ及び

常勤 SV 体制の確保 

・家庭児童相談員(非常勤)7 名増員 

・家児相能力向上研修 

 

H22.4.月 ２１名 → H22.7 月 27 名 

平成 22 年度 3 回開催 

平成 23 年度 4 回開催予定 

子ども虐待防止ネットワーク

（要保護児童対策地域協議会）

の強化 

・関係機関研修（子どもを守る地域ネ

ットワークの充実について） 

（講師 検証部会委員 加藤教授） 

・堺市子ども虐待連絡会議と各区子ど

も虐待連絡会議の有機的連携を図る。 

平成 22年 11月 29日開催 

 

 

平成 23年度より実施 

参考資料３ 
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